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１【提出理由】

当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月24日

 

(2) 決議事項の内容

  ＜会社提案＞

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　１株につき金45円　　総額　4,009,925,475　円

ロ　効力発生日

　　2026年６月25日

 
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中山俊樹、菅原英宗、遠竹泰、髙屋洋一郎、

　　　脇本祐史、三ツ矢高章、高岡宏昌、山本眞弓、瓦谷晋一、塚﨑裕子の各氏を選任する。

 
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　　　　監査等委員である取締役として、瀬尾真二、水谷翠、水間克之の各氏を選任する。

 
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　　　　補欠の監査等委員である取締役として、早川治氏を選任する。

 

    ＜株主提案＞

第５号議案　監査等委員ではない社外取締役１名選任の件

　　　　監査等委員ではない社外取締役として、早川一秀氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

754,080 818 97 (注)１ 可決 99.88%

第２号議案
取締役（監査等委員である取
締役を除く。）10名選任の件

   

(注)２

  

　中山　俊樹 701,748 53,070 152 可決 92.95%

　菅原　英宗 689,987 64,833 152 可決 91.39%

　遠竹　泰 723,978 30,899 97 可決 95.89%

　髙屋　洋一郎 747,035 7,843 97 可決 98.95%

　脇本　祐史 747,075 7,803 97 可決 98.95%

　三ツ矢　高章 746,969 7,909 97 可決 98.94%

　高岡　宏昌 747,023 7,855 97 可決 98.95%

　山本　眞弓 750,167 4,712 97 可決 99.36%

　瓦谷　晋一 750,267 4,612 97 可決 99.38%

　塚﨑　裕子 750,275 4,604 97 可決 99.38%

第３号議案
監査等委員である
取締役３名選任の件

   

 
 
 

(注)２

  

　瀬尾　真二 695,540 59,330 97 可決 92.13%

　水谷　翠 750,448 4,427 97 可決 99.40%

　水間　克之 663,579 91,291 97 可決 87.90%

第４号議案
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件

    
 
 

(注)２

  

　早川　治 752,940 1,959 97 可決 99.73%

第５号議案
監査等委員ではない
社外取締役１名選任の件

    
 
 

(注)２

  

　早川　一秀 121,569 633,060 292 否決 83.86%
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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